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§エコアクション２１とは 

  エコアクション２１認証・登録制度は、広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取組を

効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価

し、報告する」ための方法として、環境省が策定したエコアクション２１ガイドラインに基づく、事業者のための

認証登録制度です。 
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本宮市環境方針 

<基本理念> 

 本宮市は、「本宮市環境基本条例」の基本理念に基づき、全職員が一丸となって全ての  

行政活動において環境の保全と創造のため、率先してその役割を担っていきます。 

 

■環境の保全と創造は、全ての市民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことが

できる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わ

れなければならない。 

 

■環境の保全と創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能

なまちの実現を目的として行われなければならない。 

 

■地球環境保全は、人類共通の課題であり、すべての日常生活及び事業活動において、

積極的に推進されなければならない。 

  「本宮市環境基本条例 第３条（基本理念）」より 

 

 

<環境方針> 

 １ 市民、事業者、行政が協働しながら、本宮市環境基本計画に基づき環境の保全と  

創造に関する施策と事務事業における取り組みを推進します。 

 

２ 地球温暖化防止対策を推進するため、市は、自らが事業者及び消費者としての立場

であるとの認識のもとに、率先して省資源、省エネルギー、廃棄物の適正処理及び

減量化、環境に配慮した物品の購入などに取り組みます。 

 

３ これらの取り組みについては、具体的な目標と期間を定め、定期的に見直すととも

に、継続的な改善活動を実施します。 

 

４ 全職員が参画し、環境経営のために組織運営体制を構築し、各自の役割、責任の  

所在を明確化し、自主的な活動を実施します。 

 

５ 環境関連法令等を遵守し環境の保全と創造に努めます。 

 

６ 環境方針及び環境経営システムに基づく活動の結果については全職員に周知すると

ともに、広く市民へも公表し情報の公開と交流に努めます。 

 

平成２１年６月２５日 策定 

本宮市長 佐藤 嘉重  
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１．組織の概要 

（１）市の概要 

  本宮市は、福島県のほぼ中央に位置し、北は二本松市・大玉村、南と西は郡山市、東

は三春町に接しています。 
市の中心部には、阿武隈川が流れており、これらを囲むように平地が広がっています。 
平成１９年１月１日に旧本宮町と旧白沢村の 2 町村が合併し、現在の本宮市が誕生 

しました。 
合併により、総面積は８７．９４ｋ㎡、人口は約３万１千人となっています。 

 「水と緑と心が結びあう 未来に輝くまち もとみや」を将来像に、更なる発展を  

目指しています。 
 
 
■本宮市の位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市の花 ぼたん 市の木 まゆみ 市の鳥 うぐいす
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（２）地勢及び土地利用 

１）山林 

市の東部には阿武隈山系の岩角山、岳山などの山並みや丘陵地及び農地が広がり、

西部には安達太良山から連なる大名倉山を中心とした山並みを有しています。 
総面積の 33％を山林が占めており、これらの山林と農地が市の中心部を取り囲む

形となっています。 
 

２）河川 

東北地方を代表する「阿武隈川」が市の中央部を流れ、両側に広がる平地を中心

に市街地が形成されています。市内には阿武隈川の支流である五百川、安達太良川、

白岩川、仲川など多くの河川が流れると共に、水路やため池が数多くあり、うるお

い豊かな水辺空間に恵まれています。 
 
（３）気象 

１）気温及び降水量 

平成１４～２０年までの７年間の平均気温は１２.１℃、年間平均降水量は   

１，２９４mm となっています。気候は比較的温暖で降雪量は少なく、長期積雪期間

はありません。 
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（３）自治体名及び代表者名 

  本宮市 
   代表者名 本宮市長 佐藤 嘉重 
 
（４）所在地 

  福島県本宮市本宮字万世２１２番地 
 
（５）環境管理責任者名 

  本宮市生活福祉部長 伊藤 昌男 
 
（６）担当課 

  本宮市 生活福祉部 生活安全課 環境保全係 
   所在地：福島県本宮市本宮字万世２１２ 
   電 話：０２４３－３３－１１１1 
   ＦＡＸ：０２４３－３４－２７２４ 
   E-mail：kankyou@city.motomiya.lg.jp 
 
（７）事業活動の内容 

  本宮市役所における行政事務 
 
（８）組織の規模 

  平成２１年度一般会計当初予算額    １１，５５５，０００ 千円 
職員数（本庁舎：特別職、嘱託職員、臨時職員を含む） １５８名 

  延べ床面積  ３，６９６．２４㎡ 
 
（９）取得予定の範囲 

  本宮市役所 本庁舎 
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２．実施体制 

（１）エコアクション２１を運用する組織体制は、以下のとおりとします。 

  環境総括責任者である市長が、エコアクション２１においては、組織の代表者と  

なります。副市長は環境総括責任者を補佐し、組織の副代表となります。 
  各部等の長は、環境管理責任者となり、環境推進責任者である各課等の長並びに   
環境推進員とともに適正な運用を推進します。 

 

                  

  ■管理統括組織      

    

代表者 

（市長：環境総括責任者）      

            

         

    

副代表者 

（副市長：環境総括責任者補佐）      

            

          

  
内部監査員 

         

            

        

    

環境管理責任者：生活福祉部長

（各部等の長）  

エコアクション２１事務局 

（生活安全課）   

            

                  

            

  ■活動組織      

    

環境推進責任者 

（各課等の長）      

            

         

    

環境推進員 

（各課等より１名）      

            

  全 職 員    
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（２）エコアクション２１推進体制における役割 

   
◆代表者（市長） 

   ・環境方針の策定 
   ・エコアクション２１の実施及び運用に必要な諸資源の用意 

・システム全体の評価と見直し 
  
  ◆副代表者（副市長） 

    ・各部署への運用指示 
    ・エコアクション２１の構築、実施、管理 
   

 ◆環境管理責任者（代表：生活福祉部長） 

    ・所管における環境推進責任者への取り組みの指示 
    ・市全体の環境目標及び環境活動計画についての審議 
    ・環境活動レポートについての審議 
    ・システムの活動状況についての審議 

 

   ◆環境推進責任者（各課等の長） 

   ・所管の職員に対し、取り組みを徹底 
   ・所管事務事業における、システム運用上の取り組み事項の決定 
   ・所管事務事業における、環境関連法規の整理、その他遵守状況の把握 
   ・所管事務事業における、環境に関する苦情、要望、問題について適切な対応 
   

◆環境推進者（各課等１名推薦） 

   ・エコアクション２１の運用における各所属のリーダー的役割 
   ・所管事務事業における、環境への負荷データの把握 
   ・所属における、環境への取り組み状況の把握 
   

◆エコアクション２１事務局（生活福祉部 生活安全課） 

   ・エコアクション２１に関する情報提供 
   ・エコアクション２１関連書類の原案の作成、保管 
   ・全般における環境への負荷の把握 
   ・全般における環境への取り組み状況の把握 
   ・システム運用のための、教育、訓練の実施 
 
 
（３）今後の取得（拡大）予定 

 現在、本宮市役所では、「本宮市役所地球温暖化防止実行計画」に基づき、全庁で  

地球温暖化対策に取り組んでいます。今回、認証・登録を受けた範囲は、本宮市役所

本庁舎ですが、平成２３年度は総合支所さらに平成２４年度以降に小・中学校、保育

所、幼稚園等へと段階的に認証・登録範囲の拡大を図っていきます。 
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３．環境目標と環境への負荷の状況 

（１）本宮市役所地球温暖化防止実行計画における全体目標 

「本宮市役所地球温暖化防止実行計画」では、温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量

を、平成１９年度を基準とし、平成２５年度までに６％以上削減することを目標と  

しています。 
 

■本宮市役所地球温暖化防止実行計画における、温室効果ガスの全体排出削減目標     【ｔ－ＣＯ２ 】 

区  分 基準年度（Ｈ．１９） 計画目標値（Ｈ．２５） 削減率（％） 

施設からの排出量 ３，４４５ ３，２３８ ６．０

車両からの排出量 １７５ １６４ ６．２

合  計 ３，６２０ ３，４０２ ６．０

 

 

 

■種類ごとの使用量及び排出量 

基準年度（Ｈ．１９） 計画目標値（Ｈ．２５） 

区  分 
使用量 

【ＣＯ２排出量】

ｔ－ＣＯ２ 
使用量 

【ＣＯ２排出量】

ｔ－ＣＯ２ 

電気（kwh) ３，７００，９０１ ２，０５４ ３，４７８，８４７ １，９３０

水道（㎥) １３７，５０９ ４９ １２９，２５８ ４６

ガス（㎥) １４，２５８ ４２ １３，４０３  ４０

灯油（ℓ) ３５９，３７６ ８９４ ３３７，８１４ ８４１

重油（ℓ) １４９，３００ ４０４ １４０，３４２ ３８０

ガソリン(ℓ) ５２，０６０ １２０ ４８，９３６ １１３

軽油(ℓ) ２１，２４３ ５５ １９，９６８ ５２
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（２）温室効果ガス（二酸化炭素）に関する平成２１年度の状況と今後の目標 

    本宮市の各施設、車両から排出される温室効果ガスの実績値は下記のとおりと 

なっています。 

なお、平成２０年度の温室効果ガスの排出量は、「本宮市役所地球温暖化防止実行

計画」の目標値（平成２５年度）を達成しています。 

平成２１年度以降の本取り組みの暫定的な目標として、平成２０年度を上回らな

いことを目標としますが、平成２１年度は、本宮市役所本庁舎におけて空調設備の

修繕等による増加要因があったことから、従来の排出量の推移を検証し計画目標値

の見直しを検討します。 

 

 

■平成２１年度の温室効果ガス全体排出量                                【ｔ－ＣＯ２ 】 

区  分 
基準年度 

（Ｈ．１９） 
平成２０年度 平成２１年度 削減率（％）

施設からの排出量 ３，４４５ ３，１９４ ３，２１８ ６．５

車両からの排出量 １７５ １６２ １５６ １０．８

合  計 ３，６２０ ３，３５６ ３，３７４ ６．７

 

 

■年度ごとの温室効果ガス排出量の目標                                 【ｔ－ＣＯ２ 】 

区  分 Ｈ．２１ Ｈ．２２ Ｈ．２３ Ｈ．２４ Ｈ．２５ 

施設からの排出量 ３，１９４ ３，１９４ ３，１９４ ３，１９４ ３，１９４

車両からの排出量 １６２ １６２ １６２ １６２ １６２

合  計 ３，３５６ ３，３５６ ３，３５６ ３，３５６ ３，３５６

 

 



 - 9 -

 
（３）平成２０年度と平成２１年度の種類ごとの使用量等比較 

※今回の認証取得範囲は、本庁舎のみですが、対象範囲の拡充を予定しているため他の施設も掲載 

 

１）施設、種類別使用量        【上段使用量：／下段二酸化炭素排出量：ｔ‐Ｃｏ２】 

区分 年度 
電気 

（ｋｗｈ）

水道 

（㎥） 

ガス 

（㎥）

灯油 

（ℓ） 

重油 

（ℓ） 
計 

337,474 4,914 56.5 700 18,300 
Ｈ．２０ 

187.29 1.76 0.16 1.74 49.59 240.57

337,549 6,172 66.6 314 21,500 
本庁舎 

Ｈ．２１ 
187.33 2.22 0.19 0.78 58.26 248.80

117,936 316 59.4 3,196  
Ｈ．２０ 

65.45 0.11 0.17 7.95  73.70

103,983 310 30.4   

白沢 

総合支所 
Ｈ．２１ 

57.71 0.11 0.09   57.91

8,545 59  1,348  
Ｈ．２０ 

4.74 0.02 3.35  8.12

7,967 60 1,315  
白岩出張所 

Ｈ．２１ 
4.42 0.02 3.27  7.71

16,269 9.8 725  
Ｈ．２０ 

9.02 0.02 1.80  10.86

15,135 13.8 797  

上下水道課 

事務所 
Ｈ．２１ 

8.39 0.04 1.98  10.42

119,663 4,554 309.6 40,254  
Ｈ．２０ 

66.41 1.63 0.92 100.23  169.21

295,115 5,352 329.5 45,810  
福祉施設 

Ｈ．２１ 
163.78 1.92 0.98 114.06  280.77

1,290,388 35,224 1,074.3 184,006 10,000 
Ｈ．２０ 

716.16 12.68 3.22 458.17 27.10 1,217.34

1,294,343 32,024 1,203.4 150,736 13,000 

社会教育・

体育施設 
Ｈ．２１ 

718.36 11.52 3.61 375.33 35.23 1,144.06

126,626 9,130 3,649.6 24,686  
Ｈ．２０ 

70.27 3.28 10.94 61.46  145.98

131,282 8,516 4,157.2 25,723  

保育所・ 

幼稚園 
Ｈ．２１ 

72.86 3.06 12.47 64.05  152.44
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945,689 51,601 6,296.7 83,830  
Ｈ．２０ 

524.85 18.57 18.89 208.73  771.06

936,527 49,787 6,554.2 91,039  
小・中学校 

Ｈ．２１ 
519.77 17.92 19.63 226.68  784.01

392,329 18,845 2,407.1 207.7 120,000 
Ｈ．２０ 

217.74 6.78 7.22 0.51 325.2 557.46

374,683 18,789 2,457.1 389.0 114,000 
その他 

Ｈ．２１ 
207.94 6.76 7.37 0.96 308.94 531.99

3,354,919 124,643 13,863 338,954 148,300 
Ｈ．２０ 

1,861.98 44.87 41.58 843.99 401.89 3,194.32

3,496,584 121,010 14,802 316,123 148,500 
合計 

Ｈ．２１ 
1,940.60 43.56 44.40 787.14 402.43 3,218.15

※電気・水道使用量  

前年と比較し若干増加傾向にありますが、従来、故障していた本庁舎の空調設備

（外調機）を、平成２１年度に修繕し使用したことと新たな公共施設の運営を  

開始したことが大きな要因であると考えられます。 

 

２）廃棄物排出量                        【単位：㎏】 

年度 ７月 ８月 ９月 １０月 

2,157.4 1,937.5 1,731.9 2,448.2

１１月 １２月 １月 ２月 

1,340.1 1,885.5 1,120.6 1,173.5

３月 合計 

Ｈ．２１ 

1,515.6 
 

15,310.3

※従来から、廃棄物は分別し排出していましたが、排出量の把握は行っていません

でした。 

平成２１年度より、より一層の分別の徹底と排出時の計量を行い、総排出量の抑

制を図っています。削減目標については、次年度以降に設定します。 

 

３）用紙類（紙）使用量                     【単位：枚】 

区分 Ａ３ Ａ４ Ｂ４ Ｂ５ 合計 

Ｈ．２０ 92,500 1,773,000 23,500 34,500 1,923,500

Ｈ．２１ 81,500 2,128,500 10,500 17,000 2,237,500

差引 △11,000 355,500 △13,000 △17,500 314,000

※用紙類の使用量は、把握していませんでした。平成２０年度分より全体量を把握

するとともに、次年度以降、削減目標を設定します。 
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４．環境への取組状況と評価 

（１）市の事務事業における環境に対する取り組み方針と取り組み項目 

   本宮市では、「本宮市役所地球温暖化防止実行計画」において、温室効果ガスの削減

に向けた様々な取り組みを実践しています。以下は、全ての職員が日常的に配慮すべ

き基本的な取り組み項目としています。 
   

■一般事務における取り組み項目 

具体的取組項目 

（１）照明の使用 ①始業前や昼休み及び残業時間等の不用な照明を消

します。 

②各職場の最終退庁者は、消灯を確認します。 

③利用場所の明るさに応じ、蛍光灯の本数を間引きし

ます。 

④使用していない会議室、湯沸し室、トイレ等は消灯

します。 

⑤晴天時など、窓際の照度が十分得られる場合は窓際

の照明を消します。 

（２）電気機器等の 

使用 

①昼休みや外出時等は、使用していないパソコンや

ＯＡ機器等の電源を切ります。 

②使用していないテレビやビデオ等は、主電源を切り

ます。 

③各職場の最終退庁者は、ＯＡ機器等の電源が切って

あることを確認します。 

（３）冷暖房・空調 

機器の管理 

①事務室内の温度や冷暖房時間は、施設の機能や使用

実態等に応じ、適正化を図ります。（夏は２８℃、冬

は２０℃を適正温度とします。） 

②カーテンやブラインド等を適切に使用し、冷暖房負

荷の軽減を図ります。 

③冷房時の軽装、暖房時の重ね着等、服装の工夫によ

り室内の適正温度を維持します。 

（４）エレベーター

の使用 

①出来るだけエレベーターは使用せず、階段を利用し

ます。 

（５）給湯器等の使

用、運転管理 

①給湯器等は、温度を適正にするなど適切な運転を行

います。 

②退庁時や使用していない時間帯は、給湯器等の種火

は消します。 

１
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
の
削
減 

（６）業務の効率

化、労働時間の

短縮 

①事務効率の向上に努め、残業時間の削減を図るとと

もに、定時退庁の促進を図ります。 
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（１）水の有効利用 ①手洗いやうがい等衛生面や快適な生活に必要な水

は使いながら、日常的な節水を徹底します。 

②トイレ使用時の過剰な水の使用を控えます。 

（２）用紙類の使用

量の削減 

①会議等で使用する資料の簡素化や、作成部数の適正

化に努めます。 

②庁内ＬＡＮや電子メールを活用し、ペーパーレス化

を図ります。 

③印刷、コピーの両面刷りを徹底します。 

④文書及び資料の共有化を図ります。 

⑤各種印刷物は、作成部数を見直し必要最低限としま

す。 

⑥使用済封筒は、所属間の連絡用として再利用を図り

ます。 

（３）廃棄物の減量

化、リサイクル

の推進 

①職員一人ひとりが、ごみの発生抑制と分別リサイク

ルに取り組みます。 

②物品等は、計画的に購入し、適正な在庫管理を行い

ます。 

③備品等の修繕利用に努め、使用期間の長期化を図り

ます。 

④事務用品、機器等を購入する場合は、その必要性を

考慮し適切な量を購入します。 

２
．
資
源
の
有
効
利
用 

（４）グリーン購入

の推進 

①調達総量を出来るだけ抑制し、物品等の合理的な使

用に努めます。 

②環境に配慮した物品調達（グリーン購入）を推進し

ます。 

③使い捨て商品の購入を、極力避けます。 

（１）公用車利用の 

合理化、走行量

の 抑制 

①公用車の走行ルートの合理化、運行状況の把握、相

乗り等公用車の効率的な利用を促進します。 

②自転車の利用を図ります。 

（２）クリーンエネ

ルギー自動車

の導入 

①公用車にハイブリッド自動車等のクリーンエネル

ギー自動車を導入します。 

３
．
公
用
車
の
適
正
利
用 

（３）エコドライブ

の徹底 

①駐停車時のアイドリングストップを徹底します。 

②経済走行に努め、急発進、急加速、空ぶかし等をし

ないよう徹底します。 

③タイヤの空気圧点検を定期的に行います。 

④不用な荷物は、積まないようにします。 
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■公共事業における取り組み項目 

取組項目 

１．環境負荷低減の 

推進 

①環境にやさしい工事資材を積極的に利用する。 

②環境負荷低減型の建設機械を使用する。 

③自然環境と調和した施設の整備を図る。 

２．省エネルギーの 

推進 

①施設を建設する際は、自然光を活用できるような設計

を行う。 

②低消費電力、センサー式の照明機器の導入に努める。 

③深夜電力を利用した機器の導入を検討する。 

④屋上やベランダ等の緑化を推進する。 

⑤ボイラー等を更新する際は、省エネルギー型を導入す

る。 

⑥効率的な作業方法を検討し、工事に伴うエネルギー消

費を最低限に抑える。 

３．新エネルギーの 

導入推進 

①太陽光などのクリーンエネルギーの採用を優先的に

検討する。 

４．耐久性を向上した

構造物への転換推進 

①長寿命化コンクリート・舗装を採用する。 

 

５．資源の有効利活用

推進 

①再生資材の利用を積極的に行う。 

６．水の有効利用促進 ①雨水の有効利用を、検討する。 

②節水こま、自動水栓等の節水機器の導入を図る。 

 
 
 

（２）取り組みチェックと評価 

各課等の環境推進員が作成した「環境への取組チェックリスト」に基づき、平成  

２１年７月から平成２２年３月までの取り組み状況の確認と評価を行いました。 
省エネルギー、省資源（用紙類の使用量削減）、節水、水の効率的利用、廃棄物の

排出抑制、リサイクル、適正処理等については、良好な取り組みが励行されました。 
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（３）地域環境への取り組み状況（環境基本計画による取り組み） 

   本宮市では、行政活動に伴う環境負荷の低減のみならず、市全体の環境の保全及び

創造に向けた取り組みを「本宮市環境基本計画」に基づき、推進しています。 
環境基本計画では、「人と自然が共生し、豊かな環境を未来に伝えるまち もとみや」

を環境像（将来像）に、市民、事業者、行政の各主体が、連携、協働しながら良好な

環境を将来の世代へ継承していくこととしています。 
 

◆環境基本計画の体系◆ 

～地球環境への負荷の少ないまちづくり～

■地球環境保全対策の推進

１．地球温暖化対策への取り組み

２．オゾン層保護対策への取り組み

基本理念

～安心で良好な生活環境を大切にするまちづくり～

■生活環境対策の推進

１．水環境保全への取り組み

２．騒音・振動・悪臭防止対策への取り組み

３．大気環境保全への取り組み

４．美化活動・不法投棄対策への取り組み

５．有害化学物質対策への取り組み

～人と自然が共生し、うるおいのあるまちづくり～

■人と自然が共生できる環境の創造

１．みどりあふれるまちづくりへの取り組み

２．生物生息空間の保全と創造への取り組み

３．うつくしい水辺の保全と創造への取り組み

～資源の有効利用で持続可能なまちづくり～

■循環型社会の形成

１．一般廃棄物の減量化、資源化への取り組み

２．産業廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減への取り組み

～「知る」から「行動する」まちづくり～

■環境保全意識の向上、自主活動の促進

１．環境教育、環境学習への取り組み

２．環境保全活動への取り組み

人
と
自
然
が
共
生
し
、
豊
か
な
環
境
を
未
来
に
伝
え
る
ま
ち
　
も
と
み
や

○良好な環境を
　将来の世代へ
　継承していく
　環境づくり

○人と自然が
　共生し、持続
　的発展が可能
　な環境づくり

○地球環境保全
　を積極的に
　推進する環境
　づくり

目指す
環境像
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◆環境基本計画における各取り組みの目標等◆ 

 

項目 取り組み目標 指標 

地球温暖化対策への取り組み 

エネルギーの合理的、効率的利用が図

られ省エネルギー型のライフスタイル

が実践されている。 

１人 １日 

１㎏ の C０2削減 

オゾン層保護対策への取り組み 
フロン類の適正回収、処理が実践され

ている。 
 

水環境保全への取り組み 
各河川の水質が環境基準以内に保たれ

ている。 
 

騒音、振動、悪臭防止対策への取り

組み 

環境基準が保たれ、騒音、振動、悪臭

による不快感がなく快適に過ごしてい

る。 

 

大気環境保全への取り組み 
環境基準が保たれ、清浄な大気の中で、

健康、快適に暮らしている。 
 

美化活動・不法投棄対策への取り組

み 

美化意識が高まり、ポイ捨て、不法投

棄等がない快適な空間が確保されてい

る。 

一斉美化活動等 

参加率  ７５％ 

有害化学物質対策への取り組み 
有害化学物質による環境汚染が、未然

に防止されている。 
 

みどりあふれるまちづくりへの取

り組み 

森林や都市部での緑地等が、適正に管

理されている。 
 

生物生息空間の保全と創造への取

り組み 

緑地や水辺の確保など身近な動植物等

とふれあえる環境が、確保されている。 
 

うつくしい水辺の保全と創造への

取り組み 

魚や様々な生き物が住める河川等の水

辺で、散策等が楽しめる。 
 

一般廃棄物の減量化、資源化への取

り組み 

日常生活の中で、ごみの減量化、資源

化が実践されている。 

減量化率 １０％ 

資源化率 ３０％ 

産業廃棄物の適正な処理による環

境負荷低減への取り組み 

適正処理が確保され、減量化、資源化

の進展により処分量が極力抑制されて

いる。 

 

環境教育、環境学習への取り組み 

環境教育の充実が図られるとともに、

環境学習が全市的規模で展開されてい

る。 

環境教育に取り組

んでいる市内の学

校数   １０校

環環境教育、学習へ

の市民の参加者率   

１０％ 

 

環境保全活動への取り組み 

より多くの市民、事業者が、環境への

関心を持ち、様々な環境保全活動が行

われている。 

一斉美化活動等 

参加率  ７５％ 
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◆環境基本計画における連携事業等◆ 

環境基本計画 施策項目 取り組み項目 各課事務事業 主管課 

地球温暖化対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（施設等見学） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

開発指導事務（開発区域内の緑化指導） 政策推進課 

地球環境保全対策の推進 地球温暖化対策

事業  

  

  

  

  

  

  

  多目的交通運営事業 商工労政課 

地球温暖化対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 
 

オゾン層保護対策

事業 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

生活環境対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

水洗化普及事業 上下水道課 

公共下水道事業運営審議会運営事業 上下水道課 

下水道汚水処理施設整備事業 上下水道課 

下水道汚水処理施設維持管理事業 上下水道課 

農業集落排水事業運営審議会運営事業 上下水道課 

農業集落排水処理施設整備事業 上下水道課 

農業集落排水処理施設維持管理事業 上下水道課 

浄化槽設置支援事業 上下水道課 

浄化槽維持管理支援事業 上下水道課 

下水処理施設見学説明 上下水道課 

浄水場見学説明 上下水道課 

定期的な水質検査実施（水源・ゴルフ場） 上下水道課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（川辺の水質調査等） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

開発指導事務（雨水等の適正処理に関する指導） 政策推進課 

水環境保全対策

事業 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

国土利用計画策定事業 

（河川等における土地利用のあり方、配慮事項明記） 
政策推進課 

生活環境対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

生活環境対策の推進 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

騒音・振動・悪臭

防止対策事業 

  浄化槽設置支援事業 上下水道課 
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浄化槽維持管理支援事業 上下水道課   

  畜産施設管理事業 農政課 

生活環境対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（施設等見学） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

多目的交通運営事業 商工労政課 

大 気 環 境 保 全

対策事業 

乗合バス運行事業 商工労政課 

生活環境対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

小学校振興教材整備事業 幼保学校課 

小学校校内行事事業（施設等見学） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

河川浄化作業（県管理河川の草刈作業） 建設課 

河川・道路美化作業（ゴミ拾い・草刈等） 建設課 

道路ふれあい月間（８月・道路の清掃活動） 建設課 

沿道緑化推進事業（県道に花の苗を植栽する） 建設課 

ホームページ管理事業（不法投棄等について掲載） 秘書広報課 

美化活動・不法投

棄対策事業 

広報もとみや発行事業（美化運動実施等掲載） 秘書広報課 

生活環境対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

定期的な水質検査実施（水源・ゴルフ場） 上下水道課 

計画的な石綿管の撤去 上下水道課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

有害化学物質対

策事業 

  

  

  

  中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

環境保全対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

開発指導事務（開発区域内の緑化指導） 政策推進課 

国土利用計画策定事業 

（森林等における土地利用のあり方、配慮事項明記） 
政策推進課 

森林保全事業 農政課 

緑の少年団育成事業 農政課 

緑化推進事業 農政課 

生垣設置助成事業 建設課 

人と自然が共生できる環境

の創造 

  

  

  

  

  

  

  

  

みどりあふれる ま

ちづくり事業 

  

  

  

  

  

  

  

  遊休農地対策事業 農政課 
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農地・水・環境保全向上活動支援事業 農政課   

  農業地域ふれあい施設管理事業 農政課 

環境保全対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

定期的な水質検査実施（水源・ゴルフ場） 上下水道課 

森林保全事業 農政課 

緑の少年団育成事業 農政課 

遊休農地対策事業 農政課 

農地・水・環境保全向上活動支援事業 農政課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（自然環境での生き物調査） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

生物生息空間の

保全と創造事業  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

環境保全対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

定期的な水質検査実施（水源・ゴルフ場） 上下水道課 

用悪水路維持事業（水路の維持補修） 建設課 

用悪水路改良事業（水路未整備箇所の整備） 建設課 

河川維持管理事業(矢沢川） 建設課 

河川改修事業（矢沢川） 建設課 

阿武隈川築堤促進事業 建設課 

阿武隈川左岸築堤促進事業 建設課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（水辺の生き物等調査） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

開発指導事務（雨水等の適正処理に関する指導） 政策推進課 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

うつくしい水辺の

保全と創造事業 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

国土利用計画策定事業 

（河川等における土地利用のあり方、配慮事項明記） 
政策推進課 

循環型社会形成事業 生活安全課 

安達地方広域行政組合清掃費負担事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（施設等見学） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

循環型社会の形成 

  

  

  

  

  

  

  

  

一 般廃 棄 物減量

化、資源化対策事

業 

  

  

  

  

  

ホームページ管理事業（資源回収団体助成等掲載） 秘書広報課 
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循環型社会形成事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

工事における産業廃棄物の適正処理（マニフェスト） 建設課 

再生材料の利用促進（再生骨材・再生 As 合材） 建設課 

開発指導事務（産業廃棄物の適正処理に関する指導） 政策推進課 

  

  

  

  

  

  

産 業 廃 棄 物 の 適

正な処理による環

境負荷の低減 

対策事業 

堆肥助成交付事業 農政課 

環境美化推進員活動事業 生活安全課 

地球温暖化対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

まちづくり出前講座事業（環境関係の講座を開催） 秘書広報課 

広報もとみや発行事業（環境問題等を掲載する） 秘書広報課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（施設等見学） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

下水処理施設見学説明 上下水道課 

緑の少年団育成事業 農政課 

家庭教育事業 生涯学習センター

生涯学習教室・講座委託事業 生涯学習センター

成人教育事業 生涯学習センター

女性教育事業 生涯学習センター

高齢者教育事業 生涯学習センター

環境教育、環境学

習事業  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
読書活動推進事業 生涯学習センター

環境美化推進員活動事業 生活安全課 

環境保全対策事業 生活安全課 

環境審議会運営事業 生活安全課 

環境保全関係団体負担金 生活安全課 

農地・水・環境保全向上活動支援事業 農政課 

地域づくり支援事業 秘書広報課 

行政区支援事業 秘書広報課 

区長会連絡協議会支援事業 秘書広報課 

小学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校校内行事事業（施設等見学） 幼保学校課 

中学校振興教材整備事業（教材等の購入） 幼保学校課 

小学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 

環境保全意識の向上、自主

活動の促進 

環境保全活動 

事業 

中学校読書活動推進事業（図書の購入） 幼保学校課 
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５．教育・訓練の実施 

   エコアクション２１の導入にあたり、全職員の正しい理解と協力が不可欠なこと 

から全職員を対象に説明、講習会等を実施しました。 
 

開催日 名 称 対 象 

平成２１年６月９日 課長会議 各課長等 

平成２１年６月２５日 庁内説明・講習会 

平成２１年６月２６日 庁内説明・講習会 

平成２１年６月３０日 庁内説明・講習会 

全職員 

平成２１年７月１６日 庁議 ３役、各部長等 

平成２１年１１月９日 避難訓練 全職員 

 

６．環境に関する苦情の受付状況 

区分 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 
騒音 振動 悪臭 

地盤 

沈下 
その他 計 

Ｈ．２１ 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Ｈ．２０ 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ｈ．１９ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｈ．１８ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
   過去４年間、市の事務事業に関する苦情の受付けはありませんでした。 

市内における公害等の苦情に関しては、上記のとおりとなっています。 
近年は、軽微な苦情は若干ありますが、大きく顕在化したものはありません。 



 - 21 -

７．環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

 本宮市の事業活動において、法令違反や事故、異常事態の発生は報告されていま  

せん。また、環境関連法規等の違反及び訴訟もありませんでした。 
 
■環境関連法規等の遵守状況 

種別 関係法規等名 関係分野 関係課 
遵守

状況

循環関係 
廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 

・廃棄物の減量に関する施策 

・一般廃棄物処理計画の策定 

・事業活動に伴う一般廃棄物の適正処理 

全庁 

生活安全課 
○ 

  浄化槽法 

・浄化槽によるし尿処理 

・保守点検 

・定期点検 

上下水道課 ○ 

  

国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法

律(グリーン購入法) 

・環境物品等への需要の転換 

・環境物品等の選択 

・環境物品等の調達の推進 

・環境物品等の調達の推進に当たっての配慮 

全庁 

財政課 
○ 

  
特定家庭用機器再商品

化法(家電リサイクル法) 

・特定家庭用機器の長期間使用及び特定家庭用

機器廃棄物の排出抑制 

・特定家庭用機器廃棄物の適正処理 

・特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに

再商品化等の促進 

全庁 ○ 

  

使用済自動車の再資源

化等に関する法律(自動

車リサイクル法) 

・自動車の長期間使用及び使用済自動車の抑制 

・再資源化等に配慮した自動車の選択 

・使用済自動車の再資源化等の促進 

・使用済自動車の引渡義務 

施設管理課 ○ 

公害対策関係 大気汚染防止法 

・事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中へ

の排出又は飛散の状況の把握及び排出又は飛

散抑制 

・大気汚染の調査 

・市民への情報提供等 

全庁 

生活安全課 
○ 

  騒音規制法 ・規制基準の遵守義務 建設課 ○ 

  振動規制法 ・規制基準の遵守義務 建設課 ○ 

  水質汚濁防止法 

・特定施設の事故の措置 

・貯油施設等の事故の措置 

・生活排水処理施設の整備 

施設管理課 ○ 
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  悪臭防止法 
・悪臭が生ずる物の焼却の禁止 

・地域における悪臭の防止 
生活安全課 ○ 

化学物質・ 

危険物関係 

特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び

管理の改善の促進に関す

る法律(ＰＲＴＲ法) 

・指定化学物質等の自主的な管理の改善促進 

・指定化学物質等に関する国民の理解及び人材

の育成 

生活安全課 ○ 

  

ダイオキシン類対策特別

措置法(ダイオキシン対策

法) 

・ダイオキシン類による環境の汚染の防止 生活安全課 ○ 

  

ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に

関する特別措置法(ＰＣＢ

特別措置法) 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理 施設管理課 ○ 

温暖化防止・ 

省エネルギー 

地球温暖化対策の推進

に関する法律(地球温暖

化対策法) 

・地球温暖化対策の推進及び市民への働きかけ 

・市役所における地球温暖化対策実行計画の策

定 

生活安全課 ○ 

  
エネルギー使用の合理化

に関する法律(省エネ法) 
・エネルギー使用の合理化 全庁 ○ 

その他 消防法 

・人的及び技術的援助についての配慮 

・火災の通報及び協力 

・消防隊の配置 

・製造所、貯蔵所又は取扱所についての定期点

検 

全庁 

施設管理課 
○ 

  下水道法 

・公共下水道の管理 

・流域下水道の管理 

・都市下水路の管理 

上下水道課 ○ 

公共事業関連 

建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律

(建設リサイクル法) 

・建設工事の分別解体等及び建設資材廃棄物の

再資源化等の促進 

・地域における分別解体等及び建設資材廃棄物

の再資源化等の促進 

・特定建設資材廃棄物の再資源化をするための

施設の適正な配置及び当該施設の整備の促進 

建設課 ○ 

  
廃棄物の処理及び清掃

に関する法律(再掲) 
・事業活動に伴う産業廃棄物の適正処理 建設課 ○ 

  

国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法

律(グリーン購入法)(再掲) 

・環境物品等への需要の転換 

・環境物品等の選択 

・環境物品等の調達の推進 

・環境物品等の調達の推進に当たっての配慮 

全庁 

財政課 
○ 
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環境保全・ 

創造関連 

地球温暖化対策の推進

に関する法律(地球温暖

化対策法) 

・排出抑制等指針の公表 生活安全課 ○ 

  

国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法

律(グリーン購入法) 

・環境物品等への需要の転換 

・環境物品等への予算及び方針作成 

・環境物品等の調達の目標設定 

・環境物品等の調達 

財政課 ○ 

  

環境情報の提供等の促

進等による特定事業者等

の環境に配慮した事業活

動の促進に関する法律

(環境配慮促進法) 

・環境に配慮した事業活動の推進 

・所掌事務に係る環境配慮等の公表 
生活安全課 ○ 

  

国等における温室効果ガ

ス等の排出の削減に配慮

した契約の推進に関する

法律(環境配慮契約法) 

・温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約の

推進 
財政課 ○ 

  

環境の保全のための意欲

の増進及び環境教育の

推進に関する法律(環境

活動・環境教育推進法) 

・環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に

関する方針、計画等の作成及び公表  

・学校教育及び社会教育における環境教育の推

進 

幼保学校課 ○ 

福島県条例 
福島県循環型社会形成

に関する条例 

・事業活動に当たっての環境への配慮、廃棄物

等の抑制及び適正処理並びに循環的利用 

・循環型社会の形成 

全庁 ○ 

  
福島県生活環境の保全

等に関する条例 

・工場等騒音規制基準の遵守義務 

・低公害車の使用 

・屋外燃焼行為の禁止 

・合併処理浄化槽の設置 

・近隣の静穏保持 

全庁 

建設課 

生活安全課 

上下水道課 

○ 

本宮市条例 本宮市公害対策条例 

・事業活動に伴って生ずる、ばい煙、汚水、廃棄

物等の処理等、公害の防止。 

・良好な生活環境の保全 

生活安全課 ○ 

  
本宮市美しいまちづくり推

進条例 

・ごみの散乱防止 

・環境整備に必要な措置 

・草花、樹木等の植栽 

・公共の場所等のごみ捨て禁止 

生活安全課 ○ 

  本宮市緑化推進条例 

・事業活動に当たっての環境の緑化 

・本宮市緑化計画の策定 

・公共施設の緑化 

建設課 ○ 



 - 24 -

  本宮市下水道条例 ・排水設備の設置 上下水道課 ○ 

 
 
 

８．代表者による全体の評価 

   本宮市では、平成２０年度より「本宮市環境基本条例」並びに「本宮市環境基本計

画」に基づき、市域における環境施策と市で実施する事務事業における環境への配慮

に取り組んで参りました。   
平成２１年度は、エコアクション２１の認証登録に向けた取り組みを全職員で実践

し、平成２２年３月に市役所本庁舎において認証・登録を行うことが出来ました。 
平成２０年度と比べ本庁舎を含めた二酸化炭素排出量は、若干増加していますが、

白沢総合支所並びに本宮市民元気いきいき応援プラザ（えぽか）がオープンしたこと

などが要因と考えております。 
本市では、従来から省エネ、省資源に取り組んでおりますが、今後の公共施設の改

修時や市の事務事業において、一層の環境負荷の低減に向けた取り組みを実践して 

参りたいと考えております。 
 
 
 

平成２２年４月３０日 
本宮市長 佐藤 嘉重 

 


